
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

去る２月２０日、ＭＭＰＧ福岡県支部主催医業経営セミナー『平成２２年度診療報酬改定の

概要と経営対応』が開催され、九州各地から医療関係者、コンサルタントなど２００名が集

まりました。中林先生のわかりやすく丁寧な講義に、参加いただいた皆様は大満足の様子。

開催後に実施したアンケートでは、参加者の 95％が「今後の業務に活用できそう」と答え、

即実務に活かせる充実した内容のセミナーとなりました。今年度も、ＭＭＰＧでは様々なテ

ーマでセミナーを開催する予定です。ご興味のある方は是非ご参加ください。今後のスケジ

ュール、その他セミナーに関するお問い合わせは経営コンサルティング部津上（ツガミ）ま

でお願い致します。 

 

発行 株式会社佐々木総研 

〒805-0021 北九州市八幡東区石坪町10番13号 
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平成 22 年 3 月 

今朝、通勤途中でどこからか漂ってくる沈丁花の香りを感じました。 

「沈丁花 いまだは咲かぬ 葉がくれの 

くれなゐ蕾（つぼみ） 匂ひこぼるる」(若山牧水) 

沈丁花は、12 月には花芽ができ寒い時期を 3 カ月ほど過ごして開花

するため、春到来を告げる代表的な花です。最近のように温暖化が進

んでくると、季節感にメリハリがなくなり、四季の移り変わりに鈍感

になってしまったような気がします。 

今日は、ちょっと遠回りして春のにおいを探しながら帰ろうかな。 

編編  
集集  
後後  
記記 

 

3 月号のイメージの花：沈丁花 

 ＭＭＰＧ誠誠志志会会 

※誠志会とは･･･当社が加入しているメディカル･マネジメント・プランニング・グループ（ＭＭＰＧ）で作っている組織で会員事務所職員のコン

サルテーション技能の向上と会員間の交流促進を図るべく、日本全国を地域別に 8 ブロックに分け、各ブロック単位で研究活動を行なっておりま

す。当社は約 20 事務所が所属する「九州会」ブロックに所属しております。 

誠志会では、その研究活動を発表するために、年に 1 度、各ブロックの代表

が出場して成果を競う全国大会を開催しています。 

当社が属する「九州会」ブロック代表として、当社の楢楢楢橋橋橋信信信一一一と久久久家家家美美美佐佐佐子子子

が全国大会に出場します！研究テーマは「診療報酬データベースを用いた行為

別分析の活用」。これは、診療行為を分析し診療所の経営状態の改善につなげ

るというものです。全国大会は来月 4 月 2 日に大阪で行われます。 

精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします！！ 

全国研究発表大会出場！  目指せ 優勝☆ 

ＭＭＰＧ九州会福岡県支部主催 

セセセミミミナナナーーー開開開催催催報報報告告告 

先月お知らせいたしました 

佐々木総研グループホームペー

ジリニューアルオープン 

は４月１日に延期いたします。 

情報盛りだくさんのページを 

ただいま全力で作成中ですので

しばらくお待ちください。 

 

医業経営セミナー 

これからの医業承継 

～大切な病院・診療所をまもりたい～ 

日時：４月７日（水）１９：３０～２１：３０ 

場所：ソラリア西鉄ホテル（福岡市中央区天神 2-2-43） 

講師：佐々木 直隆、市川 隆志 

参加申込・お問い合わせ先：経営コンサルティング部 津上 

セミナー開催のお知らせ 
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佐々木総研グループ 
代表  佐々木 直隆 

〒８０５−００２１ 

北九州市八幡東区石坪町 10-13 

T E L ： 0 9 3 - 6 5 1 - 5 5 3 3 

F A X ： 0 9 3 - 6 5 2 - 2 5 5 0 

URL：http://www.sasakigp.co.jp 
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相続対策 事業承継対策 
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リスクマネージメント 

不動産事業 

企業経営活性化 
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病院経営戦略 

診療所新規開業 
各種法人設立 
病院機能評価 
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COSMOS 

 税務署開庁時間外に申告書を 

出すときはこのポストに入れます。 

ポストの色はやっぱり青！ 
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今年４月に平成２２年度診療報酬改定が実施されます。そ

れにより患者さんの窓口での一部負担が多少変わることにな

ります。 
 一部負担金は、診療所の外来ではほとんど変わらないと思

いますが、小規模の病院においては多少負担が増えることが

考えられます。これは、小規模病院の再診料が上がったため

です。 
 今回の制度改定で、一番、皆さんに関係することは、「「明明細細

書書のの発発行行」」です。一部の医療機関を除いて、発行が義務付け

られます。 
「明細書」とは、診療した内容を細かく示すものです。た

とえば、検査をしたときには、今までは領収書には検査の項

目だけでしたが、その検査の内容、どんな検査をしたのかま

で出てきます。 
 「診察に行って、同じことをしているのに、支払金額が違

うのは何故？」と受付に問い合わせがあり、対応に困って「そ

ういう決まりになっています。」と答えるしかないという話を

よく耳にしていましたが、今回の改定で、これまで「領収書」

に「医学管理等」と言う項目で点数が記入されていたものが、

「明細書」によってその内容まで明らかになるので、以前より

判り易くなることでしょう。 
 その場合、『○○指導料』や『△△管理料』と言う言葉が記

載されて来ます。 
 今後は受付の方に、「『○○指導料』、『△△管理料』って

何？」、「『□□検査』ってどういう検査なの？」等、自分の

受けた診療の内容に関して聞いてくる患者さんも増えると予

想されます。受付の方も今まで以上に勉強が必要になってき

ます。 
 この「明細書」ですが、大きさが A４サイズくらいになりそ

うです。診療の度に「領収書」と「明細書」を貰っていると結

構溜まってくるかと思いますが、「明細書」に関しては発行を

希望しない場合には、申し出れば発行されなくなります。 
 薬局でお薬を貰う際にも、「薬剤の説明書」を貰いますし、

受診やお薬を貰う度に紙ばかり増えてしまいます。同じ病気

で長く受診し、お薬も変わっていない等で、要らないと思わ

れる方は、医療機関の受付にお申し出ください。 
 この「明細書」ですが、発行する目的は、医療保険の支払

側（国保や保険組合等の保険者）が、患者さんに自分の診療

の内容を知ってもらい、重複した検査や投薬等を無くし、医

療費を節約しようと言うものです。皆さんも賢い患者さんに

なりましょう。 
診療所ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚ 医業経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 柳瀬 賢吾 

 

 

 

 

毎年、春が近づいてくると、なにやら忙しそうな人が増え

るのに気づいたことはないですか。 
そう、私どもにとって師走より多忙な「確定申告」シーズ

ンの到来です。そして確定申告は「会社員だから、自分には

関係ない」と思っている人でも、申告により支払った医療費

が戻ってくることもあります。（納めた税金の範囲内です。） 
 
以下は医療費控除の概略です。 
医療費控除とは、本人や家族の分を含めて、1年間に自己負

担した医療費が一定額を超えるときに、確定申告をすると税

金が戻ってくる制度です。ただ難しいところがあり、医療費

が控除対象になるか、ならないかが分かりにくいところです。 
 
【医療費控除の対象についての基本的な考え方】 
・治療に基づくものか（予防や美容目的ではない） 
・医師の所見や判断によるものか 
 
【療費控除の対象にならないもの】 
美容整形費 未払いの医療費 本人の都合で使用した差額ベ

ッド代 予防接種代 見舞客の接待費 スポークラブの会員

費 マイカーによる通院費（ガソリン代など） 人間ドック

（異常なしの場合） 診断書の作成費用 入院中の身の回り

品購入費 出産のための里帰り交通費 妊娠判定薬 うがい

薬代 血圧計代 ビタミン剤・栄養ドリンク剤（自己判断に

よるもの） 美容のための歯列矯正 など 
 
【計算式】  
『支払った医療費』－『保険金などで補てんされる金額』  
－『10万円（所得金額200万円以下の場合は所得金額の5％）』

＝控除金額 
※なお、分娩手当、高額医療費の払い戻し分などは対象とな

りません。 
 
【還付を受けるための準備】 
病院や薬局の領収書や交通費の明細、タクシーの領収書など

を整理しておきましょう。  
市販薬や物品の購入時は、治療に必要な費用であることを証

明するため、できれば医師に一筆書いてもらうようにしまし

ょう。  
戻ってくるお金の使い道を考えつつ、楽しみながら準備す

るとよいですね。 

財務コンサルティンググループ  グループ長 甲斐 茂 

 

平平成成２２２２年年度度診診療療報報酬酬改改定定  医医  療療  費費  控控  除除  

 
 

 

まず相続というと、亡くなった方の財産の精算をする税金

を思い浮かべます。いわゆる相続税のことです。 
この相続税の申告期限は亡くなってから１０ヶ月という期

間があり、ゆっくり取り掛かれますので、相続人は葬儀、そ

の後の法事をしていくと同時に、亡くなった方の諸々の手続

きをしていくことになります。手続きとは、名義変更でした

り、解約、処分、受給申請という作業ですが、ほとんどの方

は、この作業でまずストレスを感じられるかと思います。 
亡くなった方がかかわっていた各機関、例えば銀行、証券

会社、生命保険、損害保険会社、ＮＨＫや公共機関等と、そ

れぞれ手続き処理をするにあたっての連絡、その後の書類作

成、添付資料が煩雑だからです。 
次に財産を一覧にする作業があります。その中で例えば、

金融機関にある財産を例にしますと、亡くなった時点で残っ

ていた額が、その方の最後の財産額ということになります。 
ところが、遡ってみると亡くなった方から配偶者、子供、

孫へとお金が移転していることもあります。移転するときに

は、金融機関や税務署が門番のように、「これはできる、でき

ない」と意見を述べることはありませんので、あまり気にも

せず資金を動かしていることがあります。 
しかし、相続が起きますとそのことが問題となります。厳

密に言えば、贈与ではなかったのか、もともとは亡くなった

方のものだったのではなかったのかと見做されたりするから

です。 
通帳を３年から５年くらい遡って動きをみていって確認を

していく作業があります。そこでまたストレスを感じられる

と思います。 
多くの相続人の方がよくおっしゃいます。「人一人が亡く

なるということは、こんなに大変なことなのですね。」 
良かれと思ってしたことが、結局は残された方が困るとい

うのでは何にもなりません。贈与であれば贈与契約書、贈与

申告をしておくなど、まとまったお金の流れは明確にしてそ

の都度とるべき対策をしておきたいものです。 
 
～～ＦＦＰＰココンンササルルテティィンンググググルルーーププははおお客客様様のの資資産産をを守守りり、、  
増増ややしし、、リリタタイイヤヤメメンントト収収入入をを確確保保、、  
賢賢いい節節税税とと円円滑滑なな相相続続をを  
ププラランンニニンンググいいたたししまますす～～  

 

 

 

ＦＰコンサルティンググループ  グループ長 ＦＰ 和田 悦子 

 

 

 

 

全国健康保険協会（協会けんぽ）は都道府県ごとに設定さ

れている健康保険の保険料率を全国平均で８．２０％から９．

３４％に引き上げることに決定しました。新しい保険料率は

国の認可を得て正式に決定される事になりますが、今年３月

分（４月納付分）から適用されることになります。具体的な

都道府県別（一部抜粋）の健康保険料料率（介護保険料除く）

としては下記の通りです。 
都道府県 変更前 変更後（今年３月分以降～） 

福岡県 ８．２４％ ９．４０％ 

佐賀県 ８．２５％ ９．４１％ 

長崎県 ８．２２％ ９．３７％ 

熊本県 ８．２３％ ９．３７％ 

大分県 ８．２３％ ９．３８％ 

宮崎県 ８．２３％ ９．３４％ 

鹿児島県 ８．２２％ ９．３６％ 

沖縄県 ８．２０％ ９．３３％ 

山口県 ８．２２％ ９．３７％ 

景気の悪化に伴い、給与支給額の減少や賞与の減額、もし

くは不支給等の事情もあり、保険料収入が大きく落ち込む一

方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの財政が

悪化したことによる保険料の引上げとの事ですが、上記の通

り、大幅な健康保険料の引上げとなります。３月分から新し

い保険料率が早速適用されますので、給与計算ご担当の方は

社内へのアナウンスを含め、注意が必要です。 
 

介介介護護護保保保険険険料料料率率率にににつつついいいてててももも引引引上上上げげげ   

健康保険料率の引上げと同時に、全国一律で設定されてい

る介護保険料率が、平成２２年３月分（４月納付分）から、

１．５０％（現在は１．１９％）に改定されることとなりま

した。４０歳から６４歳までの被保険者の方は、健康保険料

に加えて介護保険料率も改定されますので、こちらもご注意

下さい。 

保険料増加額の目安（※福岡県での目安です。） 

月収（税引き前） 
本人負担分 

（増加額） 

４０歳か６４歳までの 

（介護保険料を 

含んだ増加額） 

４０万円 月２，３７８円 月３，０１４円 

３０万円 月１，７４０円 月２，２０５円 

２０万円 月１，１６０円 月１，４７０円 

保険料は事業主と従業員が折半負担しますので、料率の引

上げで事業主負担分も増えることになります。 
今後の協会けんぽの財政の状況によっては、更なる引上げ

も想定されるため、今後も注視していく必要がありそうです。 
 

人事コンサルティンググループ 社会保険労務士 石井 洋 

おお金金のの流流れれはは明明確確にに  協協会会けけんんぽぽ  保保険険料料率率引引上上げげへへ  
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